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Ⅱ

どの「本来自由であるべき事項（思想・信条にかかわること）」は、本人が職務を遂

また、それらの事項を尋ねられたくない応募者にとってみれば、尋ねられることに
よって精神的な圧迫や苦痛を受けたり、その心理的打撃が影響して面接において実
力を発揮できなかったりする場合があり、結果としてその人を排除することになり
かねません。
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②本人のもつ適性・能力に基づいた採用基準とすること

（適性・能力に基づいた採用基準とする）


